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【区民団体　必要証明書詳細】

区分

在住 運転免許証・健康保険証・住民票・マイナンバーカード・その他

在学

-

※社員証及び在勤証明書に偽造及び虚偽が認められた場合は関連団体の登録を抹消し、
　 以降利用を認めない場合があります。

学生証の写し 学生証

・学校名
・墨田区内学校住所
・有効期限
・氏名

身分証明書の写し -

在勤
在勤証明及び

身分証明書写し

【1枚で申請可】
顔写真付社員証

・顔写真
・会社名
・墨田区内勤務先住所
・氏名

【別途身分証明書の添付が必要】
顔写真なし社員証・名刺・在勤証明書(所定の書式)

・会社名
・墨田区内勤務先住所
・氏名

+ 運転免許証・健康保険証・住民票・マイナカード・その他

※学校団体のみ

・学校団体証明書類

文部科学省・厚生労働省管轄の教育及び保育機関該当団体
(幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校・専門学校・大学　等)は
教育及び保育団体名(墨田区立〇〇小学校・学校法人〇〇)での登録に限り、
教職員名5名のみで登録及び更新をすることができます(生徒等の名簿不要)。
代表者は教職員とし、保護者名等での登録はできかねます。
また、I D付与数は原則として1 I Dといたします。既に複数IDでご登録頂いている教育及び保育機関に
ついては別途対応いたします。

学校団体証明書類→上記団体であることが記載されたHP・学校概要の記載ページ・名刺等の写し等

※障がい者団体のみ

・障がい者手帳写し

構成員の半数以上が障がい者の団体は障がい者団体として登録することができ、
定められた区民・区外団体料金より5割相当額が減免されます。
登録申請書に該当者の障がい者手帳の写しを添付してください。　※2024年4月利用分より適用

必要証明書 該当証明書類 必要記載事項

□ 区民団体

総登録人数の半数が墨田区　在住・在勤・在学である必要があります。

『区民・証明書添付用団体名簿』に下に記載の証明書を添付のうえでご提出ください。

なお、証明書添付対象以外の方は『証明書なし・区外団体名簿』をご利用ください。

『証明書なし・区外団体名簿』をご提出ください。

≪墨田区総合体育館団体登録・更新必要書類チェック表≫

必要書類等

・登録(ID)カード　　※新規登録は除く

・代表者身分証明書(原本)　　※登録及び更新手続きは代表者が行ってください。

・団体登録申請書

・団体名簿
※利用者全員分の提出が必要です。登録がない方は利用できません。
※団体構成員としての登録は小学生以上の方が対象です。3歳～小学生未満のお子様につきましては
　保護者同伴でのご利用が可能ですが、その際は必ず保護者の方の構成員登録を行ってください。


